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〔３ 災害応急対策関連資料〕 

 

３－１ 和泉市災害対策（警戒）本部の機構及び事務分掌 
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＜和泉市災害対策（警戒）本部事務局、活動組織及び初期活動組織の事務分掌＞ 

 

（１）各部室等共通 

□ 所管施設の防災対策及び訓練に関すること。 

□ 所管施設等の被害状況の本部事務局及び府の各所管部局への報告に関すること。 

□ 所管施設の被災調査及び応急復旧に関すること。 

□ 所管施設における避難の指示、誘導及び救助・救出に関すること。 

□ 担当避難所の開設及び運営に関すること。 

□ 個別事務分掌以外の事務で、部内の各課・室等が和泉市事務分掌規則の規定により所掌する事務。 

（２）本部事務局（市長公室） 

＜担当課・室＞秘書課、いずみアピール課、政策企画室、公民協働推進室、人事課 

□ 防災対策の総合調整に関すること。 

□ 防災会議に関すること。 

□ 防災組織・体制の整備･充実に関すること。 

□ 防災に係る教育（啓発）・訓練に関すること。 

□ 災害対策（警戒）本部会議に関すること。 

□ 災害広報及び災害広報体制の整備に関すること。 

□ 気象情報及び被害情報の収集・伝達に関すること。 

□ 災害時の職員の服務及び被災状況の把握並びにこれらの総括に関すること。 

□ 応援又は派遣職員の受入れに関すること。 

□ 非常用物資･資機材の備蓄に関すること。 

□ 避難所の開設及び運営に関すること。 

□ 業務システムの管理及び運用に関すること。 

□ 防災行政無線の運用及び非常・緊急通信に関すること。 

□ 防災関係機関との連絡調整に関すること。 

□ 自主防災組織の育成指導に関すること。 

□ 府、自衛隊、市町村等への応援又は派遣要請及び応援等に係る連絡調整に関すること。 

□ 町会等との連絡調整及び災害広報に関すること。 

□ 報道機関との連絡調整に関すること。 

□ 総合相談窓口に関すること。 

□ ボランティアの受入れに関すること。 

□ 災害時用臨時ヘリポートに関すること。 

□ 災害救助法の適用に関すること。 

□ 復興に係る市政の総合企画及び調整に関すること。 

□ 災害対策（警戒）本部長の特命に関すること。 

□ 災害対策（警戒）本部長等の秘書に関すること。 

□ 視察、見舞等の来庁者・電話等の対応に関すること。 

□ 家賃補助金の支給に関すること。 

□ その他災害対策活動の総合企画及び調整に関すること。 
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（３）総務部 

＜担当課・室＞ 総務管財室、財政課、税務室、滞納債権整理回収課、契約検査室、 

人権・男女参画室、議会事務局、行政委員会総合事務局、会計室 

＜総務部事務分掌＞ 

□ 物資、資機材及び車両の調達体制の整備に関すること 

□ 災害用物資、資機材及び車両の調達に関すること 

□ 仮設電話の設置に関すること 

□ 市議会議員との連絡調整に関すること 

□ 災害対策に係る財政措置及び予算執行に関すること 

□ 災害関係経費の支払いに関すること 

□ 建築物及び宅地等の被災調査及び被災程度の判定並びに罹災証明書の交付に関すること 

（４）環境産業部 

＜担当課・室＞ 環境保全課、生活環境課、産業振興室 

 ＜環境産業部事務分掌＞ 

□ し尿及び廃棄物の処理体制並びに防疫体制の整備に関すること  

□ し尿、ごみ及びがれきの処理に関すること  

□ 仮設トイレの設置に関すること 

□ 防疫に関すること 

□ 被災地及び各避難所の環境衛生及び環境保全に関すること 

□ 被災商工業者の被害状況調査に関すること 

□ 被災商工業者に対する災害特別融資に関すること 

□ 被災農林業者の被害状況調査に関すること 

□ 被災農林業者に対する災害特別融資に関すること 

□ 農林業施設の被害状況調査及び応急復旧に関すること 

（５）福祉部 

＜担当課・室＞ 福祉総務課、高齢介護室、障がい福祉課、生活福祉課 

 ＜福祉部事務分掌＞ 

□ 福祉避難所及び避難行動要支援者の収容に係る体制の整備に関すること 

□ 避難行動要援護者の安否確認、避難誘導及び救援に関すること 

□ 社会福祉施設等との連絡調整に関すること 

□ 義援金、救援物資の受入れ及び配分に関すること 

□ 日本赤十字社との連絡調整に関すること 

（６）市民生活部 

＜担当課・室＞ 市民室、出張所、保険年金室、くらしサポート課 

＜市民生活部事務分掌＞ 

□ 物資等の搬送及び配給に関すること。 

□ 遺体の火葬等に関すること。 

□ 被災者の転入、転出等異動状況の把握に関すること。 

□ 被災者の保険診療に関すること。 

□ 災害弔慰金、見舞金等の支給に関すること。 

□ 災害援護資金等の貸付に関すること。 
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（７）子育て健康部 

＜担当課・室＞ 子育て支援室、健康づくり推進室                  

 ＜子育て健康部分掌＞ 

□ 応急医療に係る和泉市立総合医療センターとの連絡調整に関すること。 

□ 応急医療･健康維持活動に係る体制の整備に関すること。 

□ 応急医療に係る医師会・歯科医師会・薬剤師会との連絡調整に関すること。 

□ 医療機関の被害状況調査に関すること。 

□ 被災者の健康管理に関すること。 

（８）都市デザイン部 

＜担当課・室＞ 都市政策室、建築・開発指導室、建築住宅室、都市整備室、土木維持管理室 

 ＜都市デザイン部事務分掌＞ 

□ 市街地の整備計画に関すること 

□ 防災空間の確保に関すること 

□ 建築物の耐震化、防火及び安全化に関すること 

□ 宅地及び建築物の応急危険度判定に係る体制の整備に関すること 

□ 都市基盤施設の防災機能の強化に関すること 

□ 応急復旧資機材の備蓄に関すること 

□ 宅地及び建築物の応急危険度判定に関すること 

□ 被災者の市営住宅等への一時入居に関すること 

□ 応急仮設住宅に関すること 

□ 被災住宅の応急修理及び障害物除去に関すること 

□ 住宅相談に関すること 

□ 市有建築物の応急復旧に関すること 

□ 土木施設の耐震対策に関すること 

□ 土砂災害の防止に関すること 

□ 河川、水路の水害防止に関すること 

□ 水防活動に関すること 

□ 土砂災害応急対策活動に関すること 

□ 避難路及び緊急交通路の確保並びに関係機関との連絡調整に関すること 

□ 道路障害物の除去に関すること 

□ 道路、橋梁等の被災調査及び応急復旧に関すること 

□ 河川、水路等の被災調査及び応急復旧に関すること 
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（９）教育委員会（教育・こども部、生涯学習部） 

＜担当課・室＞ 教育総務課、学校園管理室、学校教育室、こども未来室、生涯学習推進室、 

        文化遺産活用課、久保惣記念美術館 

 ＜教育委員会（教育・こども部、生涯学習部）事務分掌＞ 

□ 防火教育に関すること 

□ 災害時の応急教育に関すること 

□ 児童及び生徒の避難に関すること 

□ 被災児童及び生徒の就学援助に関すること 

□ 被災児童の就園援助に関すること 

□ 被災児童及び生徒の救護に関すること 

□ 避難所の開設等に対する協力に関すること 

□ 応急保育の実施に関すること 

□ 文化財応急対策に関すること 

□ 多言語による支援体制に関すること 

（10）上下水道部 

＜担当課・室＞ 経営総務課、お客さまサービス課、水道工務課、浄水課、下水道整備課 

 ＜上下水道部事務分掌＞ 

□ 上下水道施設の整備及び防災対策に関すること 

□ 上下水道施設の公衆衛生対策に関すること。 

□ 道路障害物（上下水道施設）の除去に関すること 

□ 上下水道施設及び管理型浄化槽の被災調査及び応急復旧に関すること 

□ 応急復旧資機材の備蓄、調達に関すること 

□ 給水活動に関すること 

□ 水防活動に関すること 

（11）消防本部 

  ＜担当課・室＞ 総務課、予防課、警備課、消防署                        

 ＜消防本部事務分掌＞ 

□ 防火等に係る啓発に関すること 

□ 火災予防対策に関すること 

□ 危険物災害予防対策に関すること 

□ 消防力の充実に関すること 

□ 活動体制の整備に関すること 

□ 活動資機材の備蓄及び調達体制の整備に関すること 

□ 広域消防応援体制の整備に関すること 

□ 消防団の活動に関すること 

□ 災害情報の収集・伝達に関すること 

□ 避難の勧告・指示及び誘導に関すること 

□ 消火、救助、救急活動に関すること 

□ 行方不明者の捜索に関すること 

□ 緊急消防援助隊（広域消防応援隊）の受入れ及び配備に関すること 

□ 水防活動に関すること 


